
一一一一料一守主守~－－，，一資

ある大企 業 の 株 主 構 成ドのンイ

じは正藤

？一一財関支配のメカニズムの－・・・・・検討一一

伊

州）ものであり，、日初からB・M・ビルラ氏が筆瀕重役

であった。今日までに拡張をとげ，授権資本3億ルピー，

払込資本金 1億.57伺万．ルビーである（1972年9月現在）。

純資産は約7{j昔、ルピーで，ヒ守ルラ財閥傘下190余白；の｛.，；十

63｛意ルピーの 1割強を占め（1969/70年のデータ〕，ピrレ

ヲ財閥傘ド企業のうち最大の企業である。業務内科は，

乗用車，トラッケ，土木工事用機械の製造である。なお，

山会社は， 40年代末から50年代にかけてのピルラ財閥の

［，：工業の中心企業で， t＇＇；レラ財閥の汽 ll;'fの藍工業化のチ

コとなったとL、うJ誌でも鼠要な企業である。

小稿がRJJF，かにしよりとするポイレトをJU判＇-JIごし、え

ば，つぎの諸点である。

①ピルラ家に属する家族員の持株比率iI，との程度で

あるか。

(j品去におけるインドlli'II閣の研究，あるいは先進資

本主義国における尖態に照らしてみて，出企業にお

いても，ビルラ家の所有率は，キ｜凶小さいものであ

ると予想される。〕

ゆその比率が小さい場合， i百lー財閥傘下の企業による

株式所有によってビルラ家の所有・経営権の保持が

補強されなければなるまい。その実態はどうか。

（経営代理制度が70年4月から全廃されて以来，こ

のことは緊要な条件である。ちなみに，当社は70年

:l 月末までビルラ・プラザーズ、有限会1'J:( Birla 
Brothers I》rivateI.tel.）の経営代理下にあった。）

⑨l司有金融機関の株式所有状況とその意義の検討。

⑨以上のデータとハザ‘リのデ－11(51年と同年時点〕

止の比較。

調査方法は，つぎのとおりである。

＠今日，経営代理制度が屍止されているから，インド

においても会社経営権の帰趨は，より直接的に，株主

？会会の帰趨を決める株主の構成により決定される傾向

にある。つまり会社の所有が経営を決定する側面が強

b、0 ,J、論は株式会社の所有と経営権のrniに関心をもっ

注

小稿は，インドの有名な大私企業であるヒンドゥスタ

ン・モーターズ社（HindustanMotors Ltd.）の株主構成

の分析結果を示し，そのデータのインプリケーションを

検討し，いくつかの間題を呈示Lょうとするものである

（注1¥

元来，この種の分析は皆無とし、ってよU、。インドの財

閥研究の古典的労作である R.K. Hazari, The Struc-

tu問。fCorporate Private Sector (1966）はこの穏の

データ分析をしているのではあるが，調査時点は1951年

と58年とであり，今日における株主構成はそれよりも大

幅に変更していることが予想される。

なぜならば， 50年代と違って，今日では国有の金融機

関の，株主としての役割が格段に大きくなっているから

である。いわゆる国家資本主義が本格的展開を始めた50

年代半ば以降，政府機関による私企業への投融資が大拡

張をする。これが悶家資本主義の重要な構成要素の－－－／）

であるとすれば，そのリアルな諸関係の検討が必要であ

ろう。以下に示すデーケは，そうした要請に一部こたえ

るものである（注2）。

第2に，インドも資本主裁の発展とともに，各社の株

主数が増大してきたことである。第3に， 70年4JJ以降

経営代理制度が全廃されたという新しい条件下にあるこ

とである。

ケースとして選んだヒンドゥスタン・モーターズ社は，

ピ／レラ家によって1942年2月に授権資本1億ルビーで創

立され，パuダ漆王国に登記された（現在は商ベンガル
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ものであり，かっ，株主総会において投票権をもっ普

通株のみを対象としている（もし関心が資本供給面に

あれば，通常は投棄権のない優先株や社債，借款など

も分析の対象とな乃う）。当社の普通株の株主リスト

で於新のリストは71年12月現在である。つまり，辛に

Lて，約’』；・tu型制度の廃.11：後のデ～ャ 7がアグー仁イラプ

ルであり，こぴ）リストをJ去にする。この時点の発行株

数It約1：；己（）Jj旅である（その4傾1Eif土芥10ノしい ，かっ

：令官1HムL、込み済み）。

(2：イ民強行株数の0.1%( 1万；3200株〕以上を所有する株

主の分析を行なう。 0.1%未満の株を保ねする株主は，

特別の助介を除いて，総会において経’日怜1に関して発

言・参加lする条件下にないと思われるからである。た

だし，つぎのような特別の場合， 0.1%未満でも，一定

の考慮を払う必要があろう。すなわち，（a）ピルヲ家の

家族貝，（b番耳fi,（じ）ピルラ財閥傘下企業，（d）銀行木支

店で全）,Iiの合ii"・ト保有株が0.1%以上である場合。

そこで，少なくも1000株以上を所有する株主は， ♂ 

応すぺてその主主録されている名儀， fJFJr，父（夫）の名

j'j[J，職業をチェック L，上の（a）～（d）のし、ずれかの場台

には，~－）主の配慮をするととにする。ただし，番頭た

ちについては，番頭の範閤，それぞれの麗要度が，い

まだにI正確にわからないので，捨象したい。

③ピルラ家の家族民の定義は，インドの生んだ偉大な

資本家，現当主のG・D・ピルラ氏とその兄弟ならび

にその男子卑旅，および以上の全配偶者とする。

断片的な情報から仕上げたピルラ家家系図の完全な

ものを参宥までに第 1~lに示す。

④ピルヲ余下企業の定義は， ILPIC報告書（Report

of the Industrial Licensing Policy Inquiry Commit-

tee, 1969）を基とし，その後の変動については，護者

の知る限目での変更を加えた。

(ii' 1 ) 本稿ii，集者がインド C）デリーの経済成長研

究所lこ.t;(、：今年3月までのziド！日lhなった「財閥

研究プロジヱタト」の成果の‘却である。すでに，

英文にて経済成長研究所には提出ずみであるが，改

めてこの発点の機会lこ， Iii］研究所内協）J・級位l)Jにた

いして政謝を表わしf：し、。本稿7〕データ Lt，同研究

所がこの研究のスポン＋ーになっていただいてはじ

めて i'lrilに十年しえたものであることを4寺言己しておき

たL、。

(il2) ここにある諸晶ミ事長は，すべて公開されている

T，のの，｛曲l別情報を具体的に公刊するこ r' f，諸規

；／』上なじまなL、。グロスされた数字であれば公刊し

てよいという規制に従って，以下発表するわけであ

る。

H 分析結果

1. 株主の概要

全発行株の1320万株は，総計およそ2万5000人強（カ

ルカッタの証券取引所のデータによると，正確にはZli

6378人）の個人と法人の所有するところである。株主名

簿は7巻28日ページであり，名簿の用紙，形からして，

元のデ－.IJはコンピューターに入れられているものとみ

られる。

その株主のなかには，文字どおり 1株株主もあれば，

最大200万株の株主もある。地域的にみて，全インド的

な広がりをもっていて，工場と本社の所在地であるカノレ

カヴタ地域の者に限られていない。

つぎに， 1(削株以上の中・大株主をみると，合計推定

2000人強である。 1万3200株未満の株主は，分析の対象

外ではあるが， 1000株以上1万3200株未満の中規模株主

の構成につき，気のついた点をふれておく必要もるろう。

これらの層も地域的に広範にわたり，職業的，コミュニ

ティ的にも相当広範にわたっている。職業的にみて，ビ

ジネス，株式取引人がかなり多数を占めているが，これ

らに限られない。

これらの層については，時間的制約から，悉皆調査の

ためのデータ取りを行なわなかったから，量的なデータ

を提示できないが，以下の例示は，その多様性の一端を

示すであろう。一一·A• p州やヒッサーノレ〈バンジャブ

チト｜）の地主，ラームプーノレ（U.p州、｜）のモスレム商人，

ジャムシェッドプールやナーグプールの技師，タミル・

ナードゥチHのラームナード県の金貸しのチェティア，ヒ

マチヤノレ・プラデーシ州やプーナの弁護士，ミルザプ－

Jレやメーラトの公認会計士，デリーのディフェンス・コ

ロニーやモデノレ・タウンの退役軍人，アーメダバーに

パンガローJレ，ゴアなどの商人などきわめて多彩である。

なお，主婦や学生と登記されている者も非常に多いが，

その実態はもとよりよくわからない。

最後に， 1000株以上最大株主（200万株）までの株主の

検討にあたって，つぎの点も明らかとなった。

①全般的に，個人株主は多いが，持株数においては法

人株主が圧倒的である。

（号外国資本家はぜロである。ただし，住所が外国の者

8ラ
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が数人以上みられるが，その名前からして，それはイン

ド人であろう。また，古い英人系企業集団の Gilanders

Arbuthnotク勺レープのl会社が少数の株をもっている。

⑤！日藩王は，ほとんどみつからなu、。タタ系その他の

ク守ルーフ。の諸企業と対照的である。

④創立時（42年〕の主要資金拠出者であヮたピルラ系

綿業会社のJiyajeeraoCotton Mills Ltd. （グワリオ－

1レ市〉は，現在，わずか0.01%強の持株である。ちなみ

に， 43年8月の株主名簿によれば，当社は約98%もの株

をもっていた。

ここで，以下本題の1万3200株以上の大株主の分析に

はいろう。この層は，わずか計-55人の法人，個人よりな

る。その持株合計数は約700万株であり，全発行株の半

分以上を占めている。これは，経済力集中のー表現であ

る。

2. 儀少なビルラ家の持株

86 

ピJレラ家の家族員の株式所有は，とくに当社の場合，

あらゆる予想、をこえて，僅少である。 0.1%以上の株を

所有する者は5人であり，その合計株数はわずか22万株

にすぎないのである。それは総発株の 1.7%である。

1000棟～ 1万：1200株の者を上の5人と合わせても，合計

10人であり，持株数は2J万株にしかならない。

この僅少な持株率であるにもかかわらず，当社がビソレ

ラ財閥の会社であるとされ，かつ経営代理制度の廃止後

もそろしたものとして維持されてきた理由はなんであろ

うか。

いろまでもなく，同財閥系の諸企業による株式所有に

よる補強が最重要な要因である。

3. 傘下企業の綜式所有

ビルラ財閥の傘下にある企業で，当社の株を1飢)0株以

上所有する会社は19'社あり，その合計持株数は201万株

である（注I）。うち， 0.1%以上（ 1万32(ゆ株）を所有する
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家 系 I＞司

1-BAI SHANTl=Kissen Gopal Maheshwari 

1-MADHAV PRASAD BIRLA (Iけ名； R.D. MADHAV) (1918. 7-) 
I Sm. Priyamva山 Birla(1927. 10-) 

i-BAI LAXMl=Bahulal Newar 

I & La K VARDHAN A( ) 
-GAJANAND BIRLA （一） I Sm. Sunan伽 DeviBirla (1942.-) 

Sm. Copi Kumari B1rla LBAl ASHA 

-BAI RADHA= B. R. Mohta 

-BAI SATT(>=G. L. Mohta 

--BAJ SA VITIRI =Kissen I.all Thirani 

「BAIUSHA=Podar 
w a r i 「LAXMlNJWAS BIRI 9仰 7- ) lBAI SV肌 ATA=Bihari山 a加 h

Sm. S山shilaDevi Birla （凶12.叫 l LsuDARSHAN KUMAR田RLA(1934.払）
Sm. Sumangala Birla (1939 7-). 

｜一KRISH川（UMAR肌 A （附 10-）－一
一I Sm. Manorama Devi Bi巾（1927.3一）

1-BASANT KUMAR B肌 A仰 1・引一 AD訂 YAVIKRAM B肌 A(I日名； ADITYAKUMAR BIRLA) 
i Sm. Sarala Devi Birla (1923. 9ー） Sm. Rajashree Birla (1947. 9-) (1939. 4-) 

」BAIANUSUYA=Himayat Singka Tapuriah 

-BAI CHANDRAKALA=Daga 

ー「GANGAPRASAD BIRLA (1922・8-) --CHANDRA KANT BIRLA (around 19臼ー）
Sm. Nirmala Devi Birla (1936. 2 -) 

-BAT GANGA=Onkar Mal Somany 

Girdhar Dass Kothari (1919-）← 
Sm. Suraj Devi Kothari 

Arnn Kumar Kothari 

す。 r 印l士，荷系女子の嫁ぎ先（配偶者）名を示す。 4〕Lateは故人（女性の場合明記しない）， Disownedは勘当。

会社は， 12n:Cうち G.D. Kothari；系 1社）で， 197万 非ピルラ系の諸会社（7社）は，合計41万株を所有し

株である。 ている。

ところで，これら12社のうち， 11社までが，投資をボ そのほかに，慈善財団の若干の持株がみられる。明ら

たる業務とする会社である。しかも，筆者のみるところ かにビソレラ系の財団とみられる 1財団を含めて， 0.1%

では，これらの投資会社の本質は持株会社である（11:2）。 以上の株主は2財団，計5万株である（注3）。

以上から，わかる上ろに，傘下企業の持株数は，家族 以上の民間部門をすべて合計すると， 42人の株主が，

民の持株数の H.7倍であり，凶作土はヒ勺レラ家によりi直接 309万株を所有していることになる（ビ、ルラ家族員と財閥

所有されているのではなく，投資会社針通じて所有され 傘下企業について， 10伺株以上0.1%未満の株の所有者

ていることがわかる。 も合算すると，計54人， 314万株になる〕。

4. その他の民間部門 5. 国有金融機関

以上のほかに，個人名儀でありかつピルラ家の者でな 0.1% （本支店を合算）以上の持株のある国有商業銀

いものは16人であり，計44万株を所有している。これム 行は6行，国有の保険会社（生命保険公社LI C，再保

の何人は，証券取引人やビルラ財問の番頭などであり， 険公社と損害保険会社〕は6社，国有の投資信託UTI

また．圧倒的に7 ルワリである。つまり，大株：ctの聞に は1社である。

は，さきにみた中小株主のような広がりはまったくみれ その持株数は膨大であり，銀行91万株，保険270万抹

れない。 （う九LI Cは201万株〕， UT139万株で，合計400万株

87 
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第 1表総 括

l持株数｜割 合
1. -()'j株） J~--· t%l 

ピノレラ家 I 22 < 2si: c s. 2i ! c 1. 7) 
ピノレラ系企業！ 197(201) c2s.2J I c1s.2J 
ピルラ以外の企業 i 41 s. 7 I 3.1 
ピルラ以外の制人 I 44 6.2 I 3.3 
惑善団体！ s . o.7 I 0.4 
以よ民間部門小計 I 309(314) (44.0) I (23.B) 
I.J有金融機関 l必0 56.0 : 30.3 

合計（0.1%以上） 708(714) (100.0) , 54.1 

ぜG:i・I・ 1,320 -~ I 100.0 

Cd己〉 カッコ内：i, 1,000-13,199株の株主も含む。

である。

以上をまとめると第 1表のようになる。

（注 1〕 このうちには， G.D.Koth証ri系の4社を

合めた。 G.D.Kothari系列は， Hazari( rilJ /1¥）によ

れば， ビノレラの ‘翼に入れられ， ILPICに＇： !, :., 

Second Tier lこ入れられている。 G.D. Kothari氏は，

G・D・ピルラ氏の甥である〈実妹の息子）。

Ci主2〕 その点については，いずれ詳論する予定で

あるが，ここでは，これら11社のうち，大半が投資業

以外の業務を主な目的として創立された会社であり，

外見（会社名〕からは投資会社であるという判別がつ

かないものであること，第2に，それらの会社の所有

者（株主〉は， ピノレラ家の家族員，番頭，そして他の

投資会社であることが普通であること，の 2｝.＇！.を指摘

しておくにとどめよう。第2の点については，まだill

跡調査が未完である。なお，番頭の鋭念，範閥などに

ついては， tEカノレカッタ三菱商事の清氏のご教示に負

う。

（注 3) これらは，公共部門に入れるべきかもしれ

ない。なぜならば，近年の法改正により，慈善団体の

株主投票権は，一定の限度以上の持株の場合はインド

政府のパプりック・トラスティー百（PublicTrustee, 

これは，実際には会社肋のセクレタりーである〕の手

中にあるからである。

国 50年代との比較

ノ、ザリは，前出の著作において，当社の株主構成に関

して，つぎのようなデータを示している。

第 1は，第2表のごとく，普通株の所有者構成である。
コy トロー’ Yグ・プ回 γク

第2は，ピルラ財閥傘下企業のうちで，「『夫：配者株』

〔財閥家族と傘下企業による持株〕はわずか6社，つま
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ffi 2表普通株の所有者構成（%）

l調査｜ げンド I I 
会 社十一主任i個人会宇土1LIS門戸

Century Spg. & Wvg. [ 51 !26.6! 72.2 -i 0.2 1.0 
'58 129.41 63.1 7.51 一一

Jiyajeerao Cotton M. ; 51 i 6.21 80.9 I ;12.9 
, 58 1 4.11 79.9 I -:16.0: 

Orient Paper : 51 !3s.sl 42.3 I -!2s.2! 1.0 
I 58 144.4! 35.9 I 0.2!19.51 -

Hin【lustanMotors I 51 iss.6' 10.0 I斗 2.6i1.8 
58 185.61 10.6 I 0.剖 2.510.8 

（出所） R. K. Ilazari, op. cit., p. 98.全株主の調宜。

り CentralIndia Coal，……Hindustan Motorsにおいて

のみ20%未満であった」というデータである（55ページ）。

第2の点から比較をするならば，今日と当時との変化

は見い出せない。今日においても上にみたデータからし

て『支配者株」は17%(1320）］株中224万株）であって，

20%未満という低い率だからである。

第 1のハザリデータで比較すると，顕著な違いが見ら

れる。筆者の調査とノ、ザ、リの調査（悉皆調査）とは対象

の範囲が異なるが，その異なりを考慮しても，第 1, 2 

表の比較かれ，少なくもつぎの2点で変化は全く明瞭で

ある。

第 1は，株主としての個人の地位の低下，逆に株主と

しての会社の地位の向上である。今日，かりに0.1%未

満の株主が，すべて個人株主であると仮定してさえ，個

人の持株は合計680万株であって，全体の5割であるが，

58年にはそれは8割6分も占めていた。逆に，会社は同

一の仮定にたっても 2割近くであるのに， 58年には 1割

であった。この変化のインプリケーションは，多分投資

会社の株主としての重要性の増大というととであろう。

第2は，国有郁門の巨大株主としての拾頭という変化

である。 58年において，第2表の示すように国有部門

(LI C〕ば全体のわずか5分しか占めなかったのに対

して，今日では31';1］を占めている〈第1表）のである。

これは小論の初めにあらかじめふれた予測のとおりであ

るものの，いわゆるピルラの「支配者株JC全体の17%)

の2倍近くの大きさであり，したがって，一見，当社は

むしろ司有企業に近い状態（注1）であるから，この点のイ

ンプリケーションを検討する必要がある。

（注 1) IE慨には，なしくずし的に生まれた事実上

の共阿部門である，と規定しうる。したがって，肉

付金融機閣の株主としての以下の検討は，今流行の共

同市川論争にもかかわる時論的なかかわりをもってく
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W 国有金融機関の株式所有

「支記者株」の比重が当社のように低いケースは，イ

ンド全体としてみれば，例外的である（/1'1I。しかし，同

有金融機関が多額の株を所有していること｝t，むしれ今

日普遍的な現象である（註2）。

他方，国有金融機関の株式所有の現実的意義の研究に

おいて，とかく観念的になりやすい実情か「3して，とく

に以下2点を特集しておきたい。

1 ベナーミー（他人名儀）所有

農地改革におけるベナーミ｝所有の問題と似て，株式

所有におけるべナーミ一所有の問題は，複雑な問題であ

る。

これに対する政策は，制限ないし禁止の方向にある。

しかし，登録された株主がベナーミーであるか， l奇か

の立証は第3者にとっては非常にむずかしU、か九， f：.の

数字が，どの程度実態を正しくとらえているか，符坊に

はわからない。

ノ、ザリが調査した時期においては，商業銀行がベナー

ミーとして他人の株を自己名儀において登録することが

しばしばみられた。今日，商業銀行の多くが閣有イじされ

ているから，この種のベナーミーは少なくなっているも

の左みられる。

さらに，銀行（国有，民有を問わない〕が株を担保に

して 5万ノレピーを超える融資をする場合，今日では， イ

ンド準備銀行の通達（70年8月〉によりつぎのことを条

件とするようになった。すなわち，担保の株を銀行名儀

に移し，かっ銀行が投票権を享受することという条件で

ある（そして，その際の投票政策は準備銀行が指導する

こととなっている〉。この条件は，銀行の持株量を噌大

させる要因となっている。

なお，法的には，株式名簿に登録された者のみが投票

権をもつが，他方，白紙委任状（proxy）も適法であるの

で，これが，ベナーミーの脱法の道となっているのが実

態のようである。

2. 投票の政策基準

固有金融機関が株主総会において投棄権を行使する際

の基準は，今日，健全な経営を維持するという基準であ

る。そして「ノーマルな経営jには，干渉しないことに

している。ただし，必要な場合には，適切な人物をし

2人重役会に加えるように，非公式の形で，働きかける

こともある（注3）。はなぱなしい社会主義，反独占のスロ

ーガンとは全く別に，投票権をテコにいっそうの国有化，

国営化を進めるのではなく，また旧財閥の経営を追いだ
ザ回 Z ツクー＋ル

して中小資本家ないし職業的経営者で代置するという政

策でもなく，この点ではかなり消極的な株主である。

過去数年の事例において，国営金融機関が積極的な株

・l'としての行動を行なったのは，つぎの二つの場合であ

るの ，つは，ナショナfレ・レーヨン社（NationalRayon 

Corpn. Ltd.）の乗っ取り事件であり，T》ろ一つは，合成・

化学干I:(Synthetics & Chemicals Ltd.）をめぐる外資

(Firestone）とキラチャンドの対立事件である。

前'ffの場合は，かつての経営代理人のチナイの下にあ

ったとの会社をカパデ fアが乗っ取るという事態が起こ

り，国有金融機関は株主左しての権利を発動して，チナ

イ側を支持し， Statusq削を守るという政策を明確に示

したものであった。カパディアは，非常に投機的なグノレ

ーフ。であった。だが，政府が支持したチナイが，会社行

政の観点か九みても非の打ちどころのない健全な経併者

であるわけではない。経営代理人としての地佼を利用し

て当社の副産物を不法に処分して，訴訟まで起とされた

経営者だかムである。

後者のケースは，緑、代理府の存廃をめぐって，インド

系と外資系のパートナ一同士の争いで，外資系は経営の

代理化のために総代理店（インド系パートナーの支配企

業）を廃止しようとしたものであり，その点では外資側

の主張がより道理にかなったものであった。にもかかわ

らず，関有金融機関は，インド資本機識にまわった。

以上のケースは，固有金融機関の株主在しての政策を

よくあらわしているものとみられる。との政策は，イン

ドの国家権カのあ町方をよく示している。逆に，固有金

融機関の株主としての性格は，国家権力のあり方に大き

〈規定される，ともいえよう。

（注 1) ピルラ財団傘下の15社の大会社（ヒ γ ドヮ

スタソ・モーターズ社を含む〉についての筆者の試算

によれば，平均（加重） Lて， 「受配者株Jの比重は約

20%である。ろち4分の 1が， ピノレラ家の家族員の持

株である。ヒ γ ドゥスタ γ ・モーターズ社ほど家族員

の持株は小さ〈ない。

(/:1;2) た正えば， AurobindoGhose，“Joint Sec・

tor and ' Control’。fIndian Monopoly，＇’ Economic 

and Political Weekly, June 8, 1974, pp. 906-916. 

（注 3) イy ド準備銀行，わょがインド工業開発銀

行（特殊金融機関のうちで，桁導的な中核機関〉より

の聴取にもとづく。

89 
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V 結 び

1. 以tの諸検討かじ，ピ／レラ家による持株23万株（全

休のl.7%）によって1:i20万株の会社の経常の支門店を維持

Lうるメカ二ズ、ムは，つぎのようになるであろう。

①経営権になん九かの発言ーをしうる株，1：ば 0.1%以上

の株式所有背であるとすれは＼そうした株主は，最大限

714万機しかもりていなu、（他はキγ ピ布ル・ヂ干ン土岡i¥

,1，をH的としている〕。

⑨問手f金融機関は714万株のうち400万株を占めるが，

これら機関は，現経営者がなんらかの重大問題を起こさ

ないかぎり，経営者の Statusquoを守ることであり，

その点では消極的株主である。

③その残りの民間部門は約九00万株であり，その約3

分の2をビYレラ系の諸企業がおさえている。Lたがって，

アジア経済研究所刊行 111111川

丹 羽春喜著

ソ連経済成 蝿 の 計 畳 モ デ ル

双書217/A5判／411頁／3000円

松村・消二郎著

OPE C と多国籍右油企業

双書218/A 5 .'j:IJ/280頁／2200円

南 亮三郎 編

ア ジアの人口と経済

双苦手219/A 5判／434買／3000円

川 11111川川
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ビノレラの経営支配権がチャレンジされるようなことはな

し、。

2. 府動車産業は，民営の許されている分野であるが，

もし政府が当業種の固有化を決めれば，固有化はかなり

す予易であろう。国有機関の持株率が，すでに30%に至っ

てし、るからである。だが，全業種を通じて国有金融機関

の株主としての役割の強化一般が反財閥政策であるとい

う詩価にはならないことは，第W節でみた。それは，す

ぐれて，国家権力のあり方にかかわる問題である。

:1. ピルラ系の他の大企業の株主構成は，一般に当初；

の場命よりも， 「支配者株jの比率がもう少し高く，な

かでも，ビルラ家の所有率はずっと高率ではあるが（IV

節 m,1J参照），共通している点は，いわゆる投資会社の

「支記者株主j としての決定的な役割である。

（調査研究部〕

言＋量経済学的モデルを用いて，ソ連経済の特異性であ

る「生産水準と消費水準の敏行性J,60年代の経済不振，

軍備拡張の経済的影響， 65年以降の「経済改草jの効果

などの諸問題に対して，定量的な分析と予測の結果を提

供する。

多国籍企業と投資受入国との問に，いかなる争点が発

生するか，その解決の手段を明らかにしつつ，多国籍企

業と発展途上国の相関関係を聞い直す。あわせてその事

例研究を載せる。

多くのアジア諸国の経済発展を妨げる原因になり，ま

た人類全体の生存をも脅かす人口問題を，当研究所が十

数年にわたって実施してきたアジアの人口に関する委託

研究の最終成果によって追究，さらに国際協力のありか

たを示唆する。


